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Ⅰ 相互応援の一般事項  

１ ． 本 手 引 き の 目 的  

本 手 引 き は 、 地 震 等 緊 急 時 に お い て 、 日 本 水 道 協 会 及 び 会 員 水 道

事 業 体 等 に よ る 相 互 応 援 の 仕 組 み と 、 こ れ に 関 わ る 水 道 事 業 体 の 役

割 や 応 援 活 動 の 留 意 事 項 等 を 明 確 に す る こ と に よ り 、 会 員 相 互 間 で

行 わ れ る 応 急 給 水 、 応 急 復 旧 等 の 相 互 応 援 活 動 を 迅 速 か つ 円 滑 に 実

施 し 、 被 災 し た 水 道 事 業 体 の 給 水 を 早 期 に 確 保 す る こ と を 目 的 と し

て い る 。  

個 々 の 会 員 に あ っ て は 、 本 手 引 き の 目 的 を 達 成 す る た め に 、 そ の

内 容 や 意 義 に つ い て 日 頃 か ら 職 員 に 周 知 徹 底 し て お く 必 要 が あ る 。  

同 時 に 、 地 震 等 緊 急 時 に お い て は 、 被 災 水 道 事 業 体 や 応 援 水 道 事

業 体 に 限 ら ず 、 全 て の 水 道 事 業 体 が 積 極 的 に 関 与 す る 姿 勢 を 持 つ こ

と が 重 要 と な る 。  

な お 、 本 手 引 き に お い て 使 用 す る 主 な 用 語 の 定 義 は 、 次 の と お り

で あ る 。  

主 な 用 語 の 定 義  

 

日 本 水 道 協 会 救 援 本 部  

  震 度 ５ (強 )以 上 の 地 震 等 の 発 生 を う け 、被 災 水 道 事 業 体 の 属 す る 地 方

支 部 長 等 と の 協 議 に よ り 、大 規 模 な 支 援 が 必 要 と 判 断 さ れ た 場 合 に 、発

災 後 24 時 間 以 内 に 日 本 水 道 協 会 に 設 置 さ れ 、 被 災 情 報 の 集 約 や 国 ・ 関

係 団 体 等 と の 連 絡 調 整 等 を 行 う 機 関 。  

 

情 報 連 絡 調 整 担 当 水 道 事 業 体  

   発 災 直 後 は 、被 災 水 道 事 業 体 が 自 ら 被 害 情 報 や 応 援 要 請 を 発 信 す る こ

と が 困 難 な た め 、被 災 水 道 事 業 体 に 赴 き 、被 害 情 報 を 集 約 し 、連 絡 等 の

一 元 化 を 図 り 、被 災 水 道 事 業 体 と 協 議 し な が ら 応 援 要 請 の 規 模 や 内 容 等

を 決 定 す る 等 の 役 割 を 担 う 水 道 事 業 体 。  

  

先 遣 調 査 隊  

   日 本 水 道 協 会 救 援 本 部 が 、震 度 ６ (強 )以 上 の 地 震 が 発 生 し た 場 合 等 に

お い て 、応 急 給 水 や 応 急 復 旧 等 に 必 要 な 情 報 を 収 集 す る 目 的 で 、被 災 水

道 事 業 体 に 対 し て 派 遣 す る 調 査 隊 。  
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水 道 給 水 対 策 本 部  

   被 災 水 道 事 業 体 に 設 置 さ れ 、一 般 行 政 部 局 の 災 害 対 策 本 部 と の 情 報 連

絡 調 整 の 窓 口 、応 援 水 道 事 業 体 の 応 援 活 動 に 対 す る 指 揮 命 令 、応 援 水 道

事 業 体 と の 職 員 派 遣 や 資 機 材 の 調 達 等 に 関 す る 調 整 を 行 う 、現 地 の 統 括

機 関 。  
 

合 議 機 関  

   発 災 直 後 か ら 水 道 給 水 対 策 本 部 が 設 置 さ れ る ま で の 間 、被 災 水 道 事 業

体 及 び 先 遣 調 査 隊 や 情 報 連 絡 調 整 担 当 水 道 事 業 体 か ら の 派 遣 者 等 で 構

成 さ れ る 、 応 援 要 請 の 規 模 や 内 容 等 を 決 定 す る 等 の 役 割 を 担 う 機 関 。  

 

広 域 災 害  

   複 数 の 都 府 県 支 部 等 に お い て 、他 の 都 府 県 支 部 等 に 応 援 要 請 を 行 う 必

要 が あ る 被 害 を 生 じ た 災 害 。  

 

大 規 模 災 害  

   水 道 施 設 や 庁 舎 、市 街 地 の 消 失 な ど 、水 道 水 供 給 の 再 開 の た め に 、応

急 復 旧 の 範 囲 を 超 え た 対 応 が 必 要 と な る 災 害 。  

 

中 継 水 道 事 業 体  

   遠 方 か ら の 応 援 隊 の 移 動 に 対 し 、車 両 の 待 機 場 所 や 応 援 隊 員 の 休 憩 場

所 等 を 提 供 す る と と も に 、広 域 災 害 等 で 被 災 地 の 情 報 が 明 確 で な く 、応

援 先 を 確 定 で き な い 場 合 に 当 面 の 目 的 地 と な る 水 道 事 業 体 。  

 

支 援 拠 点 水 道 事 業 体  

   被 災 地 の 被 害 が 甚 大 で 、応 援 の 長 期 化 が 避 け ら れ な い 場 合 や 、物 資 の

調 達 に 支 障 が 出 た 場 合 等 に 、効 率 的 な 応 援 体 制 の 構 築 を 実 現 す る 目 的 か

ら 、給 水 車 へ の 給 水 基 地 の 提 供 、宿 泊 場 所 確 保 等 の 補 助 、情 報 連 絡 の 補

助 等 を 行 う 水 道 事 業 体 。  

 

給 水 基 地  

   応 急 給 水 隊 (応 急 給 水 班 )に 水 を 補 給 す る 浄 水 場 や 配 水 池 等 。  

 

応 急 給 水 拠 点  

  避 難 場 所 や 病 院 な ど 事 前 に 設 定 さ れ た 地 点 、及 び 、仮 設 水 槽 等 を 設 置

し た 地 点 。  

 

給 水 場 所  

   応 急 給 水 拠 点 と 巡 回 給 水 方 式 に よ る 巡 回 場 所 。  
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２ ． 応 援 要 請  

１ ） 応 援 要 請 の ル ー ル  

被 災 地 方 公 共 団 体 か ら の 応 援 要 請 は 、 そ の 要 請 を 受 け た 地 方 公 共

団 体 の 職 員 の 派 遣 、 資 機 材 の 調 達 、 現 地 で の 応 急 活 動 、 そ し て 、 そ

れ ら の 費 用 の 負 担 と い っ た 応 援 活 動 の 起 点 を な す 重 要 な 行 為 で あ る

が 、 本 来 こ の 応 援 要 請 は 、 災 害 対 策 基 本 法 や 地 方 自 治 法 等 を 根 拠 に

「 長 」 が 「 長 」 に 対 し て 行 い 、 水 道 事 業 管 理 者 は 「 長 」 の 指 示 に よ

地 震 そ の 他 の 自 然 災 害 及 び 事 故 等 に よ り 大 規 模 な 断 水 が 発 生 し た

場 合 に お い て 、 被 災 地 方 公 共 団 体 か ら の 応 援 要 請 は 応 援 活 動 の 起 点

と な る 重 要 な 行 為 で あ り 、 本 来 地 方 公 共 団 体 の 「 長 」 か ら 「 長 」 に

対 し て 行 わ れ る の が 通 常 で あ る 。 し か し な が ら 、 初 動 時 は 対 応 の 迅

速 性 が 要 求 さ れ る こ と か ら 、 特 に 水 道 事 業 に お い て は 、 日 本 水 道 協

会 を 中 心 と し た 自 主 的 な 協 力 体 制 に 基 づ い た 応 援 要 請 及 び 応 援 活 動

が よ り 有 効 と 考 え ら れ る 。  

ま た 、 実 際 の 応 援 要 請 に 当 た っ て は 、 地 方 支 部 の 他 、 都 府 県 支 部

及 び 地 区 協 議 会 （ 以 下 「 都 府 県 支 部 等 」 と い う 。 ） の 枠 組 み に お け

る 要 請 が 原 則 と な り 、 地 方 支 部 長 の 他 、 都 府 県 支 部 長 及 び 地 区 協 議

会 区 長 （ 以 下 「 都 府 県 支 部 長 等 」 と い う 。 ） が そ の 中 心 的 な 役 割 を

果 た す こ と と な る 。  

な お 、 地 震 等 緊 急 時 に お け る 被 害 状 況 等 の 情 報 連 絡 に つ い て は 、

平 常 時 か ら 地 方 支 部 及 び 都 府 県 支 部 等 を 中 心 と し た 情 報 連 絡 体 制 を

確 立 し て お く と と も に 、 発 災 直 後 に あ っ て は 、 被 害 情 報 の 集 約 及 び

連 絡 等 の 一 元 化 を 図 る た め 、 情 報 連 絡 調 整 の 担 当 水 道 事 業 体 （ 以 下

「 情 報 連 絡 調 整 担 当 水 道 事 業 体 」 と い う 。 ） を 決 定 し 、 迅 速 か つ 円

滑 な 情 報 連 絡 に 努 め る も の と す る 。  

 

【 こ の 節 の 内 容 】  

１ ） 応 援 要 請 の ル ー ル  

２ ） 情 報 連 絡 体 制 の 確 立 及 び 応 援 の 要 請  
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り 行 動 す る と い う 流 れ が 基 本 ル ー ル と な る 。  

一 方 、 多 く の 地 方 公 共 団 体 の 実 態 と し て 、 水 道 事 業 に 関 す る 事 務

は 地 方 公 営 企 業 で あ る と い う こ と か ら 、 水 道 事 業 管 理 者 限 り で そ の

事 業 運 営 が な さ れ て い る 場 合 が ほ と ん ど で あ り 、 ま た 、 日 本 水 道 協

会 の 地 方 支 部 や 都 府 県 支 部 等 を 中 心 と し た 日 常 的 な 連 絡 ・ 連 携 体 制

を 背 景 に 、 既 に 近 隣 の 水 道 事 業 体 同 士 が 自 主 的 な 協 力 体 制 を 有 し て

い る 場 合 が 多 い 。  

そ こ で 、 こ の 既 存 の 協 力 体 制 に 基 づ き 、 被 災 し た 水 道 事 業 体 が 他

の 水 道 事 業 体 に 対 し て 直 接 応 援 要 請 を 行 う こ と は 、 現 実 的 な 対 応 で

あ る と と も に 実 効 性 の 高 い 方 法 で あ る と 考 え ら れ る 。  

さ ら に 、 平 成 ７ 年 １ 月 に 発 生 し た 阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 （ 兵 庫 県 南 部

地 震 ） の 教 訓 は 、 発 災 直 後 の 混 乱 の 中 で は 、 基 本 ル ー ル の 厳 格 な 運

用 が か え っ て 初 動 時 の 対 応 を 停 滞 さ せ て し ま う 危 険 性 が 高 い こ と を

示 し て い る 。  

 

以 上 の こ と を 踏 ま え 、 本 手 引 き は 応 援 要 請 に お け る 「 長 」 と 管 理

者 の 関 係 の よ う な 、 そ れ ぞ れ の 地 方 公 共 団 体 内 部 の 関 係 に ま で 立 ち

入 る も の で は な く 、 「 実 務 者 と し て の 水 道 事 業 体 等 が 、 平 常 時 か ら

行 っ て お く べ き 事 項 を 踏 ま え た う え で 現 実 的 相 互 応 援 に 関 す る ル ー

ル 」 と 位 置 づ け る 。  

 

２ ） 情 報 連 絡 体 制 の 確 立 及 び 応 援 の 要 請  

地 方 支 部 長 及 び 都 府 県 支 部 長 等 は 、 地 方 支 部 及 び 都 府 県 支 部 等 内

で あ ら か じ め 地 震 等 緊 急 時 に お け る 協 定 を 締 結 し 、 支 部 内 の 会 員 に

対 す る 情 報 連 絡 体 制 を 確 立 し て お く こ と が 必 要 で あ る 。 （ P.91 資 料

－ １ 参 照 ）  

次 の よ う な 地 震 等 緊 急 時 に お い て は 、 こ の 体 制 に 基 づ き 、 地 方 支

部 長 及 び 都 府 県 支 部 長 等 を 核 と し た 情 報 連 絡 及 び 応 援 要 請 を 行 う こ

と と な る 。  

・ 震 度 ５ （ 強 ） 以 上 の 地 震  



 
- 5 -

・そ の 他 の 自 然 災 害 及 び 事 故 等 に よ り 大 規 模 な 断 水 が 発 生 し た 場 合  

ま た 、 万 一 、 情 報 連 絡 及 び 応 援 体 制 の 核 と な る 地 方 支 部 長 及 び 都

府 県 支 部 長 等 が 自 ら 被 災 し 、 出 動 困 難 な 場 合 に 備 え 、 あ ら か じ め 隣

接 す る 地 方 支 部 長 又 は 都 府 県 支 部 長 都 市 等 へ 職 務 の 代 行 を 要 請 で き

る よ う な 協 定 を 締 結 し て お く こ と が 望 ま し い 。  

 

（ １ ） 発 災 直 後 の 対 応  

ⅰ ． 情 報 連 絡 の 流 れ  

地 震 等 緊 急 時 に お い て 各 水 道 事 業 体 は 、日 本 水 道 協 会 の 地 方 支 部

組 織 等 を 拠 点 と す る 情 報 連 絡 体 制 に 基 づ き 、被 害 状 況 及 び 応 援 状 況

等 の 早 急 な 情 報 連 絡 を 行 う 必 要 が あ る 。  

情 報 連 絡 の 流 れ を 図 Ⅰ － １ に 示 す （ P.7 参 照 ） 。  

な お 、こ の 情 報 連 絡 体 制 下 に お い て は 、被 災 水 道 事 業 体 、被 災 水

道 事 業 体 が 属 す る 都 府 県 支 部 長 等（ 以 下「 被 災 都 府 県 支 部 長 等 」と

い う 。）及 び 被 災 水 道 事 業 体 が 属 す る 地 方 支 部 長（ 以 下「 被 災 地 方

支 部 長 」と い う 。）並 び に 日 本 水 道 協 会 水 道 救 援 対 策 本 部（ 以 下「 日

本 水 道 協 会 救 援 本 部 」と い う 。）は 次 の よ う な 役 割 を 担 い 、情 報 連

絡 等 を 行 う こ と に な る 。  

 

被 災 水 道 事 業 体  

・水 道 施 設 に 対 す る 被 害 情 報 、応 援 要 請 の 有 無 を 被 災 都 府 県 支 部 長

等 に 連 絡 す る 。な お 、発 災 後 間 も な い 段 階 で も 、必 要 な 給 水 車 の

台 数 等 の 具 体 的 要 請 項 目 が あ れ ば 、 順 次 連 絡 を 行 う 。  

被 災 都 府 県 支 部 長 等  

・被 災 水 道 事 業 体 か ら 得 た 被 害 情 報 、応 援 要 請 の 有 無 を 被 災 地 方 支

部 長 及 び 都 府 県 支 部・地 区 内 の 水 道 事 業 体 に 連 絡 す る 。ま た 、被

災 規 模 等 に よ っ て は 情 報 連 絡 調 整 担 当 水 道 事 業 体 の 役 割 を 担 う 。

特 に 、 小 規 模 水 道 事 業 体 が 被 災 し た 場 合 に は 被 害 状 況 を 把 握 し 、

応 援 要 請 の 要 否 の 確 認 に 努 め る 。  
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被 災 地 方 支 部 長  

・被 災 都 府 県 支 部 長 等 か ら 得 た 被 害 情 報 、応 援 要 請 の 有 無 を 日 本 水

道 協 会 救 援 本 部 及 び 地 方 支 部 内 の 都 府 県 支 部 長 等 に 連 絡 す る 。ま

た 、応 援 要 請 の 範 囲 が 複 数 の 都 府 県 支 部 等 に わ た る 場 合 に は 、情

報 連 絡 調 整 担 当 水 道 事 業 体 の 役 割 を 担 う 。  

日 本 水 道 協 会 救 援 本 部  

・厚 生 労 働 省 と の 連 絡 調 整 を 密 に 行 い 、本 協 会 会 員 以 外 の 水 道 事 業

体 及 び 簡 易 水 道 事 業 体 の 被 害 状 況 に つ い て も 情 報 の 共 有 化 を 図

る と と も に 、被 災 地 方 支 部 長 及 び 被 災 都 府 県 支 部 長 等 と 被 災 都 道

府 県 の 衛 生 主 管 部 局 と の 間 に お い て も 連 絡 調 整 が 密 に な る よ う

厚 生 労 働 省 に 対 し 働 き か け を 行 う 。  

・厚 生 労 働 省 か ら 支 援 要 請 に 関 す る 文 書 を 早 急 に 取 得 す る よ う 努 め

る と と も に 、応 援 隊 を 派 遣 す る 地 方 支 部 長 や 都 府 県 支 部 長 等 に 要

請 文 を 発 信 す る 。  

・被 災 地 方 支 部 長 か ら 得 た 被 害 情 報 を 他 の 地 方 支 部 長 及 び 関 係 各 省

（ 総 務 省 等 ）並 び に 関 係 団 体（ 日 本 水 道 工 業 団 体 連 合 会（ 以 下「 水

団 連 」と い う 。）、全 国 管 工 事 業 協 同 組 合 連 合 会（ 以 下「 全 管 連 」

と い う 。 ） 等 ） に 連 絡 す る 。  
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都府県支部・地区内の水道事業体

都府県支部・地区内の水道事業体

情報連絡

先遣調査隊の派遣

地方支部内の都府県支部長等

（平成19年6月19日厚生労働省健康局水道課

事務連絡による）

情報の共有

情報の共有

他の地方支部長

(凡例）
情報連絡

先遣調査隊の流れ

地方支部内の都府県支部長等

図Ⅰ－１：地震等緊急時における情報連絡の流れ

被災水道事業体

災害発生

被災都府県支部長等

被災地方支部長

都 道 府 県

衛生主管部局

日本水道協会救援本部

厚生労働省健康局水道課

関係各省(総務省等)

関係団体(水団連、全管連等)
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ⅱ．情報連絡調整担当水道事業体の決定  

発災時においては、被災水道事業体が直接被害情報を連絡したり、応

援要請を行ったり、各都市からの照会への対応を行うことが困難となる

場合があることから、情報連絡調整担当水道事業体は必要に応じて要員

を被災水道事業体に派遣し、所要業務に従事させることができるものと

する（後述する日本水道協会救援本部が派遣する先遣調査隊と同様の役

割を担うこととなる）。  

このため、発災直後に迅速な対応が図れるよう、都府県支部等及び地

方支部内において情報連絡調整担当水道事業体を平常時からあらかじめ

定めておくことが必要となる。  

広域災害等により、あらかじめ定めた情報連絡調整担当水道事業体が活

動できない場合は、次によって決定するものとする。  

①応援の要請が被災水道事業体の属する都府県支部及び地区協議会（以

下「被災都府県支部等」という。）内の水道事業体で対応可能な場合

…当該都府県支部長等が決定。  

②応援の要請が地方支部内の他の都府県支部等や他の地方支部に及ぶ

場合…被災地方支部長が決定。  

③複数の他の地方支部からの応援が必要な場合…日本水道協会が決定。 

なお、現地において水道給水対策本部が立ち上がった場合は、その情報

連絡調整担当水道事業体の機能は水道給水対策本部に吸収される。  

 

ⅲ．情報連絡調整担当水道事業体の役割  

・被災水道事業体と直ちに連絡をとりあい、必要に応じて現地に要員（情

報連絡調整担当水道事業体職員又は近隣水道事業体職員等）を派遣する。 

・被災水道事業体と協議しながら応援要請の規模、内容等を決定する。  

・被災水道事業体、日本水道協会（本部、地方支部、都府県支部等）等と

協議し、応援要請を行う対象水道事業体を決定する。  

・応援活動における指揮命令系統を確立する。  

・応援活動状況を把握する。  
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ⅳ．日本水道協会救援本部の設置  

  震度５（強）以上の地震等緊急時において、大規模な支援が必要であ

ると判断される場合には、日本水道協会は被災地方支部長等から意見を

聞き、発災後 24 時間以内に日本水道協会救援本部を設置する。  

なお、被災地方支部長、被災都府県支部長等においても、同様の対策

本部を設置する体制づくりをしておく必要がある。  

 

ⅴ．日本水道協会救援本部の役割  

ア）日本水道協会救援本部の主な業務  

  ・被災情報の集約  

  ・応援活動状況の情報集約と応援要否の確認  

  ・応援活動における水道事業体との連絡調整  

  ・厚生労働省、総務省等関係各省との支援に関する調整  

  ・政府調査団等への協力支援  

・水団連や全管連等関係団体への情報提供及び協力要請  

イ）日本水道協会は日本水道協会救援本部の設置後、速やかに全ての地

方支部長にその設置の周知を図るとともに、必要に応じて応援要請を

行う。     

この際、被災水道事業体及び関係機関と密接な連絡のもと、現地で

の集結場所を確認するとともに、現地へ至る道路情報を収集し、応援

水道事業体へ連絡する。  

ウ）日本水道協会救援本部の行う応援活動の調整は、被災規模により、地

方支部長、都府県支部長等と密接な連絡をとりながら行う。  

エ）他の地方支部からの応援を要する場合、日本水道協会救援本部は、各

地方支部長に対して支部内の水道事業体の応援可能な態勢の概要報告

書（人員、資機材、期間：P.94 資料－２参照）の提出を要請し、地方

支部長は日本水道協会救援本部へ、都府県支部長等は都道府県水道担当

部署及び地方支部長に概要報告書を送付する。  

オ）日本水道協会救援本部は、被災水道事業体の要望や情報連絡調整担当

水道事業体等からの連絡に基づき、応援活動の対象となる地区に地方支
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部を割り振り、地方支部長に出動を要請する。  

カ）日本水道協会救援本部は、被災規模、被災地との距離及び被災水道事

業体の要望等を総合的に勘案するとともに、水道事業体間の協定等に配

慮しながら、応援水道事業体を割り振る。  

 

ⅵ．先遣調査隊の派遣  

震度６（強）以上の地震が発生した場合又は日本水道協会救援本部長が

必要と判断した場合には、日本水道協会救援本部は直ちに現地に先遣調査

隊を派遣する。この先遣調査隊は、被災水道事業体及び情報連絡調整担当

水道事業体と協力しながら、早期段階で現地の被害状況を把握し、以下に

例示するような情報を収集し、地方支部及び都府県支部等へ連絡すること

等により、円滑な応援要請の調整及び応援活動に寄与するものとする。  

なお、現地において水道給水対策本部が設置された場合、先遣調査隊は

一定の役割を終えた後、水道給水対策本部に吸収されることが想定される。

水道給水対策本部が設置されなかった場合、日本水道協会救援本部長の判

断により、その役割を終えるものとする。  

＜先遣調査隊が収集する情報例＞（P.114 資料－10、P.139 資料－19 参照） 

○応急給水のための情報  

・断水区域、通水区域  

・断水戸数、断水人口  

・災害時重要施設（病院等）の情報  

○応急復旧のための情報 

・基幹施設の被害状況（水源・取水・導水・浄水・送水・配水施設） 

・復旧対策の状況 

・復旧見通し  

 

ⅶ．応援水道事業体の出動準備態勢 

発災後の迅速な情報収集、応援活動を行うため、近隣の水道事業体及び

地方支部長・都府県支部長等は震度に応じた応援の準備態勢を整える

（P.11 表Ⅰ－１参照）。 



 
- 11 -

また、通常業務時間帯のみならず夜間、休日等においても早期の出動準

備態勢の確立が図られるよう、職員参集方法や役割分担等をあらかじめ決

めておくとともに、職員に対する周知徹底を図っておくことが重要である。 

  なお、出動準備の整った車両は書面によって、所属する都府県支部長

等や地方支部長に連絡を行う(P.96 資料－３参照)。  

 

 表Ⅰ－１  応援準備態勢の段階区分 

（震度階級は気象庁の「計測震度」による）  

 

 

ⅷ．中継水道事業体の決定  

広域災害時等においては、遠方の応援水道事業体から長距離の移動が

必要なこと、並びに、情報不足により現地入りが困難な場合が想定され

ることから、車両の待機場所や応援隊員の休憩場所の提供等、応援水道

事業体の移動補助を目的とする中継水道事業体を決定する場合がある。  

中継水道事業体は、応援活動が被災水道事業体の属する被災都府県支

部等内の水道事業体で対応可能な場合には被災都府県支部長等が、地方

支部内の他の都府県支部等や他の地方支部からの応援が必要な場合には

被災地方支部長が、応援が複数の他の地方支部からの必要な場合には日

段 階  発令の時期  態  勢  

注意態勢  

震度 ５（ 弱） の地 震 が発

生したとき  

情報収集及び連絡を主として行うが、状況

によ りさ らに 高度 な 配備 に迅 速に 移行 し

得る態勢とする。  

警戒態勢  

震度 ５（ 強） の地 震 が発

生したとき  

情報収集及び連絡を行うとともに、被災水

道事 業体 の要 請に 応 じて 出動 でき る態 勢

とする。  

非常態勢  

震度 ６（ 弱） 以上 の 地震

が発生したとき  

情報収集及び連絡を密に行うとともに、応

援体制の準備完了後、被災水道事業体の要

請に応じて直ちに出動できる態勢とする。 
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本水道協会が決定する。  

ⅸ．中継水道事業体の役割  

・応援車両の待機場所や職員の休憩場所の提供  

・応援地が決定されるまでの当面の目的地  

なお、中継水道事業体は、後日の費用精算に関する問題を避けるため、

その役割を担うに際して庁舎や敷地を活用する等、特段の費用が発生し

ないよう留意する必要がある。  

 

（２）応援の要請  

応援の要請は、情報連絡体制と同様に地方支部及び都府県支部等を核と

する要請を原則とする。  
ただし、発災直後の応急給水については迅速性が要求されるため、隣接

する都府県支部等による相互応援など、地方支部の枠組みを越えた取り組

みも有効である。そのため、他の地方支部に比較的近い都府県支部等にあ

っては、災害時にどこへ応援要請をすれば迅速かつ円滑な応急活動が行え

るか事前に検討し、必要に応じて当該都府県支部等が属する地方支部長と

調整を図りながら、他の地方支部に属する都府県支部等と応援協定等を締

結することが望ましい。  
また、被災水道事業体に集結した関係者（被災水道事業体、日本水道協

会、被災地方支部長、被災都府県支部長等）は、合議機関を設置し、応援

要請の内容決定を行う（当該機関はその後、水道給水対策本部に移行する）。 
なお、本協会会員以外の水道事業体及び簡易水道事業体に対しても、都

道府県等の行政機関からの要請がある場合には、本協会会員と同様に応援

活動を行う。  
応援要請の流れを図Ⅰ－２に示す（P.13 参照）。 
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都府県支部・地区内の水道事業体

都府県支部・地区内の水道事業体

地方支部内の都府県支部長等他の地方支部長

日本水道協会救援本部

合議の機関（応援要請の内容決定）

被災水道事業体

日本水道協会
被災地方支部長

水道給水対策本部

移 行

地方支部内の都府県支部長等

(凡例）
応援要請

出動要請

被災水道事業体

図Ⅰ－２：地震等緊急時における応援要請の流れ

被災都府県支部長等

被災地方支部長

災害発生

 
 
 

※１ 応援要請は、「被災水道事業体→被災都府県支部長等→被災地方支部長→日本水道協会救援本部」

の流れで行われる。 
 ※２  ① 応援の内容が被災都府県支部等内部の水道事業体で対応可能な場合には、被災水道事業体よ   

   り都府県支部長等に応援要請を行い、都府県支部長等はその都府県支部・地区内の水道事業体

に出動要請を行う。 
  ② 応援の内容が他の都府県支部等に及ぶ場合には、さらに都府県支部長等は地方支部長に応援 

 要請を行い、地方支部長はその地方支部内の都府県支部長等に応援要請を行う。応援要請を受

けた都府県支部長等はその都府県支部・地区内の水道事業体に出動要請を行う。 
  ③ 応援の内容が他の地方支部に及ぶ場合には、地方支部長は日本水道協会救援本部に応援要請   

 を行い、日本水道協会救援本部は他の地方支部に応援要請を行う。応援要請を受けた地方支部

長はその地方支部内の都府県支部長等に、当該都府県支部長等はその都府県支部・地区内の水

道事業体に出動要請を行う。 
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（３）応援隊の出動 

ⅰ．応援活動への出動 

応援隊は、原則として日本水道協会救援本部及び都府県支部長等からの応援要請に

基づいて出動することとし、出動車両については書面によって、所属する都府県支部

長等や地方支部長に連絡を行う（P.96資料－３参照）。 

  なお、広域災害の初動期等には、応援隊の出動等に次の様な状況も想定される。 

・応援先に関する情報が充分に得られない状態での出動。 

・応援先未定のまま、中継水道事業体等を当面の目的地としての出動。 

・応援水道事業体毎ではなく、給水車毎での応援先割り当て。 

・被災水道事業体に到着後、活動の機会が得られず待機。 

こうした状況は、初動期の混乱によりやむを得ないものではあるが、可能な限り回

避すべきであるため、水道給水対策本部、日本水道協会救援本部、被災都府県支部長

等や被災地方支部長などの全ての関係者は、常にその解消に取り組む必要がある。 
 

ⅱ．被災地に関する情報収集等 

応援隊の出動に際し、応援水道事業体は情報連絡調整担当水道事業体又は日本水道協

会救援本部等を通して被災地の情報収集に努める。発災直後の情報収集においては、通

信利用の集中等により情報連絡手段が遮断されることが想定されるため、非常用通信手

段の確保に努める必要がある。 

  情報収集においては、非常用通信手段として通常の電話回線以外の携帯電話、業務用

無線等の通信機器を持参し情報連絡を行うこととなるが、通信機能が回復した場合は、

文字や画像等による情報が伝達可能な電子メールの活用も有効である。 

  特に、業務用無線を持参する場合には、周波数帯の集中による混信や事故防止のため

次の事項に留意する。 
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・各応援水道事業体は無線設備の移動範囲の変更について、所管地区の電気通信監理

局へ無線局変更申請を行う。 

・各応援水道事業体は被災水道事業体へ、持参する無線電話の周波数を事前に連絡す

る。 

・被災水道事業体は、当該水道事業体及び一般行政部局の防災行政無線や業務用無線

の周波数をあらかじめ調査整理しておき、応援水道事業体の持参する無線電話の周

波数を考慮して、応援水道事業体に対して無線電話の使用範囲の区分、使用の限定、

持込みの禁止等を指示する。 

・特に、無人の配水池やポンプ場の監視制御、配水池の緊急遮断弁の作動等のシステ

ムに無線回線を利用している場合は、誤作動が考えられるため注意が必要である。 
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３．水道給水対策本部の設置 

１）水道給水対策本部 

（１）水道給水対策本部の組織 

水道給水対策本部は、水道の早期復旧を目的として、発災当初から被災水道事業体

に設置されるものである。なお、被害が甚大であり、大規模な応援が必要である場合

等には、被災水道事業体の判断により、被災水道事業体を中心として、日本水道協会、

被災地方支部長、被災都府県支部長等によって構成されることも想定される。この場

合、必要に応じて厚生労働省、都道府県衛生主管部局や応援要請を受けた他の地方支

部長が参画することもある。 

  なお、関係者（被災水道事業体、日本水道協会、被災地方支部長、被災都府県支部

長等）で編成された合議機関は、一定の役割を果たした後、被災水道事業体の水道事

業管理者を本部長とする水道給水対策本部に引き継がれる。 

水道給水対策本部は、一般行政部局の災害対策本部との情報連絡調整の窓口、応援水

道事業体の応援活動に対する指揮命令、応援水道事業体の後方部隊との職員派遣や資機

材の調達等に関する調整を行う現地の統括部署として位置付けられ、応援活動を的確に

実行するためには不可欠である。 

また、現地における応急給水及び応急復旧作業に関しては、応援水道事業体等によっ

て編成された応急給水隊及び応急復旧隊によって行われるものとするが、被災水道事業

体の規模等を考慮して各隊に幹事応援水道事業体を設置し、水道給水対策本部との間で

応急活動状況等に関する情報の密な連絡調整を行うものとする。 
 
【この節の内容】 

１）水道給水対策本部 

２）応援水道事業体の応急給水隊・応急復旧隊 
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  水道給水対策本部の組織例を図Ⅰ－３に示す（P.20 参照）。 

 
（２）水道給水対策本部の役割 

水道給水対策本部は次の役割を担う。 

それぞれの分担については、水道給水対策本部を構成する被災水道事業体、日本水

道協会、被災地方支部長、被災都府県支部長等で協議のうえ決定する。 

ⅰ．水道給水対策本部長（被災水道事業体の水道事業管理者） 

・水道給水対策本部の活動における意思決定 

ⅱ．総括指揮担当 

・日本水道協会救援本部との連絡調整 

・一般行政部局の災害対策本部との窓口調整 

   ・被害状況の把握と応援要請内容の確認 

   ・関係団体（水団連・全管連等）との連絡調整 

  ⅲ．応急給水指揮担当 

・断水・通水状況及び応急給水活動状況等に関する情報の集約と応援要否の確認 

・応急給水計画の作成 

・応急給水隊の設置 

・応急給水隊の指揮命令 

・応急給水活動に必要な情報の収集と伝達 

   ・自衛隊等との連絡調整 

ⅳ．応急復旧指揮担当 

・基幹施設の被害状況及び応急復旧活動状況等に関する情報の集約と応援要否の

確認  

・応急復旧計画の作成 
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・応急復旧隊の設置 

・応急復旧隊の指揮命令 

・応急復旧活動に必要な情報の収集と伝達 

・応急復旧活動に必要な資機材等の調達 

ⅴ．後方支援担当 

・住民等への広報業務に関する補助 

・応援水道事業体の宿舎等の手配に関する補助 

・応援車両の駐車場所の確保や諸手続き等に関する補助 

・ボランティアグループ等への連絡調整に関する補助 

 

２）応援水道事業体の応急給水隊・応急復旧隊 

（１）応急給水隊・応急復旧隊の組織 

  水道給水対策本部の本部長は、被害の状況や被災水道事業体の事業所の配置等を考

慮して、応援水道事業体の応急給水隊・応急復旧隊を配備する。応援水道事業体は、

連絡調整員及び作業隊員を指定された事業所等に派遣する。 

なお、応援水道事業体の職員派遣に関しては、ベテラン職員や応急対応経験者等を

含めることが望ましい。 

 

（２）応急給水隊・応急復旧隊の役割 

・被害状況の把握 

・応急給水・復旧活動状況等の情報把握と応援要請の調整 

・水道給水対策本部との連絡調整 

・応急給水及び応急復旧作業 

・作業実施方針の策定 
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・被災水道事業体の事業所や営業所等との応急活動方法の調整 

・地元自治会等との協力体制の構築 

 

（３）幹事応援水道事業体の設置 

水道給水対策本部と応援水道事業体との連絡調整を効率的に行うため、応急給水隊

及び応急復旧隊それぞれに幹事応援水道事業体を設置する。なお、幹事応援水道事業

体の決定に当たっては、大規模災害等の場合には大都市を優先する等、被災水道事業

体の規模に応じて決定する必要がある。 

また、被災が広範囲であったり、分散している場合等に、応急給水・応急復旧作業

を区割りして実施する場合は、複数の応急給水隊・応急復旧隊に分け、それぞれに幹

事応援水道事業体を設置する。 
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本   部   長 

（被災水道事業体の水道事業管理者） 

総括指揮担当 

応急復旧指揮担当 

・応急復旧計画の作成 
・応急復旧隊への指示 
・復旧状況の取りまとめ 
・資機材調達 

後方支援担当※2 

・広報業務に関する補助 
・応援水道事業体の宿舎等の

手配、応援車両の調整等に

関する補助 

応急復旧隊※3 応急給水隊※3 

日本水道協会救援本部 

連絡・調整 連絡・調整 

一般行政部局の災害対策本部 

 

水道給水対策本部※１ 

幹事応援水道事業体 

・応援水道事業体への指示 
・給水状況の把握 

 

応急給水班 

（応援水道事業体） 

応急給水班 応急給水班 

応急給水指揮担当 

・応急給水計画の作成 
・応急給水隊への指示 
・給水状況の取りまとめ 
 

幹事応援水道事業体 

・応援水道事業体への指示 
・復旧状況の把握 

 

図Ⅰ－３：水道給水対策本部の組織例 

応急復旧班 応急復旧班 応急復旧班 

（応援水道事業体） 

※１ 水道給水対策本部は、被災水道事業体を中心として日本水道協会、被災地方支部長及び被災都府県支部長等によ

り構成されることも想定される。 

※２ 後方支援担当は、水道給水対策本部の各担当が実施する応急給水・応急復旧等の応急対策活動を支援するため 

必要な活動を行う。 

※３ 応急給水隊・応急復旧隊は、被害の状況や被災水道事業体における事業所の配置等を考慮して設置する。本図は

応援水道事業体が応急活動を実施する場合の例である。 

 ・日本水道協会 

・被災地方支部長 

・被災都府県支部長等 
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４ ． 費 用 負 担 の 基 本 的 な 考 え 方  

 

１ ） 応 急 給 水 ・ 応 急 復 旧 に お け る 費 用 負 担  

各 費 用 科 目 に 関 す る 負 担 の 基 本 的 な 考 え 方 は 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 人 件 費 等  

応 援 職 員 の 人 件 費 等 の う ち 、 そ の 職 員 の 職 員 た る 身 分 に 基 づ き

（ 応 援 の 有 無 に か か わ ら ず 本 来 的 な も の と し て ） 支 給 さ れ て い る

給 料 及 び 手 当 は 応 援 水 道 事 業 体 の 負 担 と す る が 、 応 援 活 動 に 伴 い

別 途 支 給 さ れ る 超 過 勤 務 手 当 等 の 手 当 及 び 旅 費 に つ い て は 、 被 災

水 道 事 業 体 の 負 担 と す る 。  

 

水 道 事 業 体 の 財 源 は 「 受 益 者 負 担 」 の 原 則 に よ り 徴 収 さ れ る 水 道

料 金 で あ る こ と か ら 、 地 震 等 緊 急 時 に 他 の 水 道 事 業 体 に 対 し て 応 援

を 行 っ た 場 合 の 費 用 負 担 は 、 応 援 水 道 事 業 体 の 水 道 の 使 用 者 で あ る

受 益 者 の 利 益 を 損 な わ な い も の と す べ き で あ る 。  

し た が っ て 、 応 援 水 道 事 業 体 が 応 援 を 行 う に 当 た り 特 別 に 費 用 を

要 し た 場 合 に は 、 そ の 費 用 は 被 災 水 道 事 業 体 の 負 担 と す る の が 、 費

用 負 担 の 基 本 的 な 考 え 方 で あ る 。 た だ し 、 職 員 の 人 件 費 等 （ 給 料 等 ）

で 応 援 水 道 事 業 体 が 平 常 時 か ら 必 要 と す る 費 用 は 、 応 援 活 動 に 係 わ

っ た 費 用 で あ っ て も 、 平 常 時 と 同 様 、 応 援 水 道 事 業 体 が 負 担 す る 。  

ま た 、 応 急 給 水 及 び 応 急 復 旧 に 要 し た 費 用 に つ い て は 、 国 に よ る

財 政 措 置 が 適 用 さ れ る た め 、 そ の 仕 組 み を あ ら か じ め 理 解 し て お く

こ と が 重 要 で あ る 。  

  

【 こ の 節 の 内 容 】  

１ ） 応 急 給 水 ・ 応 急 復 旧 に お け る 費 用 負 担  

２ ） 先 遣 調 査 隊 の 派 遣 に 係 る 費 用 負 担  

３ ） 応 急 給 水 ・ 応 急 復 旧 費 用 に 対 す る 国 庫 補 助 等  

４ ） 中 継 水 道 事 業 体 ・ 支 援 拠 点 水 道 事 業 体 の 費 用  
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（ ２ ） 管 材 料 費  

応 急 復 旧 に 使 用 す る 材 料 の 調 達 等 に 要 す る 費 用 は 、 被 災 水 道 事

業 体 の 負 担 と す る 。  

（ ３ ） 工 事 請 負 費  

応 援 復 旧 に 従 事 し た 工 事 事 業 者 に 支 払 う 工 事 請 負 費 は 、 被 災 水

道 事 業 体 の 負 担 と す る 。 な お 、 工 事 請 負 費 の 算 定 に 当 た っ て は 、

地 理 的 要 件 、 気 候 的 要 件 に 加 え 、 作 業 の 困 難 度 及 び 効 率 性 に 影 響

を 与 え る 諸 要 件 （ 工 事 の 規 模 、 所 要 日 数 等 ） 等 を 十 分 に 考 慮 し な

が ら 、 実 情 に 応 じ て 適 正 に 行 う も の と す る 。  

（ ４ ） 車 両 、 機 材 等 の 費 用  

応 援 に 要 し た 車 両 、 機 材 等 の 燃 料 費 、 修 理 費 、 賃 借 料 は 、 被 災

水 道 事 業 体 の 負 担 と す る （ 機 材 や 救 援 物 資 を 輸 送 す る た め 車 両 を

賃 借 し た 場 合 を 含 む ） 。  

（ ５ ） 滞 在 費 用  

応 援 職 員 の 被 災 都 市 で の 宿 泊 や 食 料 に 係 る 経 費 は 被 災 水 道 事 業

体 の 負 担 と し 、 そ れ を 補 完 す る 目 的 で 応 援 職 員 が 携 行 す る 食 料 や

生 活 用 品 等 に つ い て は 、 応 援 水 道 事 業 体 の 負 担 と す る 。  

（ ６ ） そ の 他 事 務 費 等  

応 援 に 要 す る 消 耗 品 の 購 入 費 や 関 連 経 費 は 、 被 災 水 道 事 業 体 の

負 担 と す る 。  

 （ ７ ） 補 償 関 係 費 用  

応 援 職 員 の 被 災 補 償 費 は 出 張 中 の 公 務 災 害 補 償 に 係 る も の で あ

り 、 応 援 水 道 事 業 体 の 負 担 と な る が 、 応 援 職 員 の 傷 病 に 対 す る 応

急 的 な 治 療 費 に つ い て は 、 被 災 水 道 事 業 体 の 負 担 と す る 。  

   ま た 、 第 三 者 に 損 害 を 与 え た 場 合 の 補 償 金 は 、 応 援 作 業 中 の も

の は 被 災 水 道 事 業 体 が 負 担 し 、 往 復 途 上 の も の に つ い て は 応 援 水

道 事 業 体 が 負 担 す る 。  
 

以 上 の 基 本 的 な 考 え 方 を 踏 ま え 、 表 Ⅰ － ２ に 具 体 的 な 費 用 の 負 担

区 分 を 示 す （ P.23 参 照 ） 。  
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 表 Ⅰ－ ２  費 用 の 負 担 区 分 一 覧

 

※ 応 急 復 旧 費 用 に 関 す る 負 担 区 分 に つ い て は 、 応 援 水 道 事 業 体 と 被

災 水 道 事 業 体 と の 間 で 、 協 定 を 締 結 す る 必 要 が あ る （ P.98 資 料 －

４ 参 照 ） 。  

 

２）先遣調査隊の派遣に係る費用負担 

  日本水道協会による先遣調査隊は、震度６（強）以上の地震が発生した場合

又は日本水道協会救援本部長が必要であると判断した場合に、被災水道事業体

に対し派遣されることになるが、この際、当該派遣に要する旅費等の実費相当

額は日本水道協会にて全額負担することとする。 

 被災水道事業体が負担すべき費用 応援水道事業体が負担すべき費用 

人件費等 超過勤務手当、深夜勤務手当 

特殊勤務手当 

管理職員特別勤務手当 

旅費（日当含む） 

給料 

地域手当等基本的な手当 

管材料費 継ぎ手、直管等  

工事請負費 工事請負費（材料費、労務費、機械

器具損料、諸経費等） 

 

車両、機材等の

費用 

燃料費（ガソリン、軽油） 

修理費 

賃借料 

輸送料 

損料 

滞在費用 食料費（弁当） 

宿泊費（仮設ハウス設置費用、ホテ

ル等宿泊費） 

携行する食料費 

携行する寝袋、テント等 

被服（防寒服・割当のない職員分・

クリーニング代） 

生活用品、その他福利厚生費 

その他事務費等 写真代「工事確認用」 

作業用消耗品 

通信費 

トランシーバー、消火器、地図 

コピー代 

写真代「記録・広報用」 

その他事務用品 

補償関係費用 応援職員の傷病に対する応急的な治

療費 

第三者に対する損害賠償金の負担 

「応援作業中」 

応援職員の災害補償費 

「出張中の公務災害」 

第三者に対する損害賠償金の負担 

「往復途上」 
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 ただし、国又は都道府県等から非会員に対する先遣調査隊を派遣するよう要

請があった場合は、会員水道事業体同様、先遣調査隊を派遣できるものとする

が、その際生じる費用等については、別途協議を行うものとする。 

  

３）応急給水・応急復旧費用に対する国庫補助等 

（１）応急給水に係る国庫補助 

現在、応急給水に関する国庫補助等の財政措置には、以下のものがある。 

①「災害救助法」に基づく国庫補助金 

②「特別交付税に関する省令」に基づく特別交付税措置 

災害救助法は、「災害に際し、国が地方公共団体、日本赤十字社、その他の

団体及び国民の協力の下に必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会

の秩序の保全を図ること」を目的としており、これによる救助の概要は以下の

とおりである。 

・災害救助法による救助（水道においては「飲料水の供給」）は、都道府県

知事が行い、市町村長がこれを補助する。 

・救助に要する費用（救助の事務を行うのに必要な費用を含む）は、被災都

道府県が支弁する（ただし、実務においては、補助する市町村が繰替支弁

し、被災都道府県に請求することとなる）。 

・救助費用が 100 万円以上の場合、その額の都道府県の普通税収入見込額の

割合に応じて国庫負担がある。 

・飲料水の供給を実施できる期間は、災害の発生の日から７日以内とされて

いる。ただし、救助の程度等により、弾力的運用が図られる場合がある（被

害が甚大であった東日本大震災では、２ヵ月に延長の後、「当分の間、実

施して差し支えない」とされた）。 

 

（２）応急復旧に係る国庫補助 

水道施設の応急復旧事業費に係る財政措置には、以下のものがある。 

①「上水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧費補助金交付要綱」に
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基づく国庫補助金 

②「地方債同意等基準」等に基づく地方公営企業等災害復旧債 

③「特別交付税に関する省令」に基づく特別交付税措置 

また、上記の他にも、都道府県補助や災害の規模によっては時限措置として

特別に補助制度等の要綱が策定されることがある。 

なお、応援水道事業体が国や地方公共団体等から応援に要した費用の補填を

受けた場合には、応援費用総額から補填額を差し引いた残りの額を被災水道事

業体の負担とする。 

一般的な財政措置を表Ⅰ－３（P.26 参照）に、過去の大規模地震における特

別措置を表Ⅰ－４（P.27 参照）に示す。 

 

４）中継水道事業体・支援拠点水道事業体の費用 

中継水道事業体や支援拠点水道事業体では、可能な限り特段の費用が発生しな

いよう留意する。やむを得ず費用が発生する場合には、関係する応援水道事業体

や被災水道事業体と負担に関する合意調整を行うとともに、応援水道事業体や被

災水道事業体の経費として精算が可能な費用（P.23 表Ⅰ－２参照）に限定するこ

とが望ましい。 
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表Ⅰ－３ 災害時における財政措置一覧 

経費区分 措 置 先 関 係 省 根拠法令等 措置財源 比  率 備  考 

応急給水経費 

被災都市 

（一般会計） 
厚生労働省 

災害救助法 

第33条 

都道府県 

負 担 金 
10/10 

・災害対策基本法第67条に基づく応

援要請が必要 

・法律上想定されている経費の範囲

は、災害発生の日から 7 日以内（旧

厚生省告示H12･3･31告示第144号に

よる） 

・救助の事務を行うのに必要な費用

も対象となる 

・都道府県が災害救助法第33条によ

り負担した費用については、同法第

36 条により都道府県に対する国庫補

助有り 

応援都市 

（一般会計） 
総 務 省 

特別交付税に 

関する省令 

第5条1-1-イ-7 

特別交付税 

1/2 

(交付税のため

割落とし有り) 

・被害を受けた都道府県又は市町村

の要請等により行った応援等につい

て、一定の基準により算定した額 

応急復旧経費 

被災都市 

（水道事業会計） 
厚生労働省 

上水道施設災害復

旧費及び簡易水道

施設災害復旧費補

助金 

交付要綱 

国庫補助金 1/2～8/10 

・補助率 1/2、但し、M6.0 以上の地

震による場合で一定の要件を満たし

た場合の補助率は2/3、火山活動によ

る場合で一定の要件を満たした場合

の補助率は8/10 

被災都市 

（一般会計） 
総 務 省 

「地方債同意等 

基準」等 

地方公営 

企業等 

災害復旧債 

国庫補助金控

除後の 

事業費全額 

・高料金団体において一定の基準に

従った一般会計からの繰り入れがあ

った場合、地方交付税に関する省令

第2条1-1-10及び第3条1-3-イ-13

により都道府県及び市町村に対し交

付税措置有り 

応援都市 

（一般会計） 
総 務 省 

特別交付税に 

関する省令 

第5条1-1-イ-7 

特別交付税 

1/2 

(交付税のため割

落とし 有り) 

・被害を受けた都道府県又は市町村

の要請等により行った応援等につい

て、一定の基準により算定した額 

※実際に国庫補助金及び企業債等の申請を行う場合は、関係法令委及び要綱等により対象事業及びその他要件につい

て十分な確認を行う必要がある。 
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※実際に国庫補助金及び企業債等の申請を行う場合は、関係法令及び要綱等により対象事業及びその他 

要件について十分な確認を行う必要がある。  

表Ⅰ－４ 過去の大規模地震における応急復旧経費に関する特別措置 
 

措 置 先：被災都市（水道事業会計）   関 係 省：厚生労働省    措置財源：国庫補助金 

地震名  
（発生年月）  

根拠法令等  比 率  補助対象及び要件  

兵庫県南部地震  

（平成７年１月）  

阪神・淡路大震災  

に係る水道施設等

の災害復旧費  

補助金交付要綱  

8/10 

イ．阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援

助及び助成に関する法律第 21 条に規定する事業に係

るもの  

ロ．イの事業に水道用水を供給する水道用水供給事業

に係るもの  

1/2 

ハ．イ及びロ以外の事業に係るもの 

ニ．イ、ロ及びハの欄に掲げる施設以外の給水の施設  

ホ．イ、ロ及びハの欄に掲げる施設のうち管路の漏水

調査で請負に係るもの  

新潟県中越地震  

（平成 16 年 10 月）  

新潟県中越地震  

に係る水道施設等  

の災害復旧費  

補助金交付要綱  

8/10 

イ．水道施設及び飲料水供給施設に係るもので、査定

事業費が現在給水人口 1 人あたり 1 万円以上、又は 1

億円以上  

1/2 

ロ．水道施設及び飲料水供給施設に係るもので、イの

欄に掲げる事業以外のもの  

ハ．イ又はロの欄に掲げる給水の施設に係るもの  

新潟県中越沖地震  

（平成 19 年７月）  

新潟県中越沖地震

に係る水道施設等  

の災害復旧費  

補助金交付要綱  

2/3 

イ．水道施設及び飲料水供給施設に係るもので、査定

事業費が現在給水人口 1 人あたり 1 万円以上、又は 1

億円以上  

1/2 

ロ．水道施設及び飲料水供給施設に係るもので、イの

欄に掲げる事業以外のもの  

ハ．イ又はロの欄に掲げる給水の施設に係るもの  

東北地方太平洋沖地震  

（平成 23 年３月）  

東日本大震災  

に係る水道施設等  

の災害復旧費  

補助金交付要綱  

80/100～ 

90/100 

イ．財政援助法第２条第２項に規定する特定被災地方

公共団体である県又は市町村  

規 約 で 分 担 に つ

い て 定 め た 割 合

を イ の 補 助 率 に

乗じたものの和  

ロ．イの特定被災地方公共団体である県又は市町村の

みが加入する一部事務組合  

 

 

分担割合をイ、二

及 び ホ の 補 助 率

に 乗 じ た も の の

和 

ハ．イの特定被災地方公共団体である県又は市町村が

一部加入する一部事務組合  

2/3 

ニ.イ、ロ及びハ以外の地方公共団体であって、査定

事業費が現在給水人口 1 人あたり 1 万円以上、又は 1

億円（簡易水道事業の場合 5000 万円）以上  

1/2 

ホ.イ、ロ及びハ以外の地方公共団体であって、ニの

欄に掲げる条件を満たさない場合 

・上記に掲げる施設以外の給水の施設  

・上記に掲げる施設のうち管路の漏水調査で請負に係

るもの  
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５ ． 労 働 災 害 等 の 基 本 的 な 考 え 方  

 
１ ） 労 働 災 害 の 取 り 扱 い  

（ １ ） 水 道 事 業 体 職 員  

  応 援 の た め 被 災 地 へ 出 動 し 、 応 援 業 務 に 当 た る 応 援 水 道 事 業 体 の

職 員 の 扱 い は 、 平 成 ７ 年 の 阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 （ 兵 庫 県 南 部 地 震 ） で

の 例 に よ る と 、 出 張 扱 い と す る と の 判 断 が 当 時 の 自 治 省 よ り 示 さ れ

て お り 、 今 後 も そ れ を 参 考 に 考 え る べ き で あ る 。 ま た 、 新 潟 県 中 越

地 震 、 能 登 半 島 地 震 、 新 潟 県 中 越 沖 地 震 及 び 東 日 本 大 震 災 等 、 近 年

の 大 規 模 な 地 震 の 際 に も 、 応 援 水 道 事 業 体 は 出 張 扱 い と し て い る 現

 災 害 時 の 応 急 給 水 ・ 応 急 復 旧 等 の 応 援 作 業 に 従 事 す る 際 、 被 災 地

の 現 場 で は 、 地 盤 が 緩 ん で い る 等 通 常 の 作 業 と は 諸 条 件 が 異 な る こ

と か ら 、 土 石 流 災 害 、 土 砂 崩 壊 災 害 及 び 重 機 災 害 な ど の 各 種 労 働 災

害 や 公 衆 災 害 が 懸 念 さ れ る と こ ろ で あ る 。 そ の た め 、 作 業 に 従 事 す

る 水 道 事 業 体 の 職 員 や 工 事 事 業 者 の 従 業 員 は 、 的 確 な 指 揮 命 令 系 統

の 構 築 や 日 々 の 危 険 予 知 活 動 等 に よ り こ れ ら の 災 害 発 生 リ ス ク に 備

え て お く 必 要 が あ る 。  
 し か し な が ら 、 万 が 一 こ う し た 労 働 災 害 が 発 生 し た 場 合 に は 、 復

旧 の 遅 延 を は じ め 、 財 産 の 損 失 、 事 業 中 断 、 人 的 損 失 、 賠 償 責 任 等 、

水 道 事 業 体 及 び 工 事 事 業 者 は 企 業 体 と し て 大 き な 損 害 を 受 け る こ と

と な り 、 結 果 と し て 、 「 刑 事 上 の 責 任 」 、 「 民 事 上 の 責 任 」 、 「 行

政 上 の 責 任 」 及 び 「 社 会 的 （ 道 徳 的 ） 責 任 」 等 の 責 任 を 負 う こ と に

な る 。  
 し た が っ て 、 水 道 事 業 体 及 び 工 事 事 業 者 は こ れ ら の 損 害 に 対 し て

迅 速 か つ 適 切 に 対 応 す る 必 要 が あ り 、 ま た 、 事 前 に こ れ ら の 損 害 を

軽 減 で き る よ う な 措 置 （ 各 種 保 険 へ の 加 入 等 ） を 取 っ て お く 必 要 が

あ る 。  
 
【 こ の 節 の 内 容 】  

１ ） 労 働 災 害 の 取 り 扱 い  

２ ） 第 三 者 に 対 す る 損 害 賠 償 の 取 り 扱 い  

３ ） そ の 他 の 事 故 等 の 取 り 扱 い  
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状 で あ る 。  

し た が っ て 、 応 援 作 業 中 の 労 働 災 害 に つ い て は 出 張 中 の 公 務 災 害

と し て 取 り 扱 う こ と と し 、 地 方 公 務 員 災 害 補 償 法 の 範 囲 内 に お い て

補 償 の 適 用 を 受 け る こ と が で き る 。  

（ ２ ） 工 事 事 業 者  

 応 援 作 業 中 の 労 働 災 害 に つ い て は 、 労 働 者 災 害 補 償 保 険 法 の 範 囲

内 に お い て 補 償 の 適 用 を 受 け る こ と が で き る 。  

な お 、 建 設 業 の 場 合 、 元 請 負 人 が 下 請 負 人 の 労 働 者 の 分 ま で 労 災

保 険 に 加 入 し な け れ ば な ら な い （ 強 制 加 入 ） 。 こ の 場 合 、 実 務 的 に

は 元 請 負 人 か ら 「 労 災 保 険 加 入 証 明 書 」 等 を 提 出 さ せ る こ と が 必 要

と な る （ 提 出 が な い 場 合 は 、 作 業 等 を 行 わ せ な い こ と に す る ） 。  

ま た 、 政 府 管 掌 の 労 災 保 険 で カ バ ー し き れ な い 部 分 に つ い て は 、

想 定 さ れ る リ ス ク に 応 じ て 民 間 の 損 害 保 険 会 社 の 保 険 （ 法 定 外 補 償

条 項 、 使 用 者 賠 償 責 任 条 項 等 が 入 っ て い る 保 険 等 ） を 利 用 す る こ と

が 望 ま し い 。  
 
２ ） 第 三 者 に 対 す る 損 害 賠 償 の 取 り 扱 い  

応 援 作 業 中 に 生 じ た 事 故 等 に よ り 第 三 者 に 損 害 を 与 え た 場 合 の 賠

償 は 、 原 則 と し て 被 災 水 道 事 業 体 が 負 担 す る 。 た だ し 、 被 災 水 道 事

業 体 の 負 担 に 関 し て は 、 「 使 用 者 責 任 」 （ 民 法 第 715 条 ） に 根 拠 を

置 く た め 、 応 援 作 業 は 、 被 災 水 道 事 業 体 の 指 示 に 基 づ い て 行 っ て い

る こ と を 明 確 に し て お く 必 要 が あ る 。  

な お 、 被 災 水 道 事 業 体 へ の 往 復 の 途 上 で 生 じ た も の は 、 応 援 水 道

事 業 体 が 負 担 す る 。  

 
３ ） そ の 他 の 事 故 等 の 取 り 扱 い  

被 災 水 道 事 業 体 に お け る 応 援 作 業 に 着 手 後 は 、 応 援 水 道 事 業 体 の

機 器 、 工 具 の 修 繕 等 に 関 わ る 費 用 は 、 原 則 と し て 被 災 水 道 事 業 体 の

負 担 と す る こ と が 適 当 で あ る 。  

な お 、 被 災 地 と の 往 復 途 上 に お け る こ れ ら の 費 用 に つ い て は 、 応

援 水 道 事 業 体 の 負 担 と す る  


